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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

新 旧

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用）

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用）

第２９条 （略） 第２９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券

の区分に従い、当該各号に定めるところによる。 
３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券

の区分に従い、当該各号に定めるところによる。 
（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 前２号に掲げる有価証券以外の有価証券

のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発

表するもの

（３） 前２号に掲げる有価証券以外の有価証券

のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発

表するもの

日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値（物価連動国債（物価連動国債の

取扱いに関する省令（平成１６年財務省令第７

号）第１条に規定する物価連動国債をいう。）に

あっては、当該平均値に財務省が公表する連動

係数を乗じた値）

日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値

（４） （略） （４） （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年５月１日から施行す

る。
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発行日決済取引の売買証拠金に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） （代用有価証券の種類及び代用価格） 
第４条 売買証拠金の代用として差し入れること

ができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格は、当

該差入日の前々日（休業日に当たるときは、順次

繰り上げる。以下同じ。）における時価（次項に定

める時価をいう。以下この項及び次条において同

じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を超

えない額とする。 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れること

ができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格は、当

該差入日の前々日（休業日に当たるときは、順次

繰り上げる。以下同じ。）における時価（次項に定

める時価をいう。以下この項及び次条において同

じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を超

えない額とする。 
 （１） （略）  （１） （略） 
 （２） 国債証券（物価連動国債（物価連動国債

の取扱いに関する省令（平成１６年財務省令第

７号）第１条に規定する物価連動国債をいう。

以下同じ。）にあってはクリアリング機構が清

算対象取引とするものに限る。） 

 （２） 国債証券 

１００分の９５ １００分の９５ 
 （３）～（１１） （略）  （３）～（１１） （略） 
２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 
２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 
 （１） 前項第１号に規定する株券、同項第７号

に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同

項第８号に規定する交換社債券並びに同項第

１１号に規定する投資信託の受益証券及び投

資証券のうち国内の金融商品取引所に上場さ

れているもの 

 （１） 前項第１号に規定する株券、同項第７号

に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同

項第８号に規定する交換社債券並びに同項第

１１号に規定する投資信託の受益証券及び投

資証券のうち国内の金融商品取引所に上場さ

れているもの 
   国内の 金融商品取引所（複数の金融商品取

引所に上場している銘柄については、本所が定

める順位により選択した金融商品取引所）にお

ける最終価格（当該 金融商品 取引所において

気配表示が行われている場合は当該最終気配

値段） 

金融商品取引所（複数の金融商品取引所に上

場している銘柄については、本所が定める順位

により選択した金融商品取引所）における最終

価格（当該取引所において気配表示が行われて

いる場合は当該最終気配値段） 

（２） （略） （２） （略） 
 （３） 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券   （３） 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値（物価連動国債にあっては、当該

日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値。ただし、売買参考統計値が発表
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平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた

値）。ただし、売買参考統計値が発表されてい

ないもののうち 国内の 金融商品取引所に上場

されているものについては、本所が定める順位

により選択した金融商品取引所 における 最終

価格（当該 金融商品 取引所において気配表示

が行われている場合は当該最終気配値段） 

されていないもののうち金融商品取引所に上

場されているものについては、本所が定める順

位により選択した金融商品取引所の最終価格

（当該取引所において気配表示が行われてい

る場合は当該最終気配値段） 

３ （略） ３ （略） 
  
  

付  則  
 この改正規定は、平成３０年５月１日から施行す

る。 
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